
田村市制施行20周年記念冠事業取扱要綱 

 

(趣旨) 

第1条 この告示は、田村市（以下「市」という。）の市制施行20周年を記念した事業に冠称を付して

実施する事業（以下「冠事業」という。）の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

(冠事業の承認) 

第2条 冠事業を実施しようとする者は、この告示の定めるところにより、市長の承認を受けなければ

ならない。ただし、市又は市の機関が共催する事業については、この限りでない。 

(対象事業) 

第3条 前条の承認は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に実施される事業で、次のいずれ

にも該当するものを対象として行う。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

 (1) 次のいずれかが実施する事業 

  ア 市が出資し、又は援助する公共的団体等 

  イ 市内に設立し、若しくは活動拠点を置く団体又は企業等 

  ウ その他実施主体として市長が適当であると認める団体又は企業等 

 (2) 主催者が明確であり、かつ、実施費用を自ら負担する事業 

 (3) 実施の時期や内容が、冠事業としてふさわしいと認められる事業 

 (4) 市制施行20周年の広報・宣伝に効果的なものであること。 

 (5) 市民が参加できるものであること。 

 (6) 次のいずれにも該当しないと認められる事業 

  ア 市の信用若しくは品位を害し、又は害するおそれがある事業 

  イ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある事業 

  ウ 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与え

るおそれがある事業 

  エ 営利を目的とし、又はそのおそれがある事業。ただし、市の振興に寄与すると認められるとき

は、この限りでない。 

  オ 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者が関係している事業 

  カ その他市長が適当でないと認める事業 

(承認手続) 

第4条 冠事業の実施を希望する者（以下「申請者」という。）は、市長に当該事業の開始日の30日前

までに、田村市制施行20周年記念冠事業承認申請書（様式第1号。以下「冠事業申請書」という。）

に事業概要その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。 

2 市長は、前項に規定する冠事業申請書の提出があったときは、冠事業承認の可否を決定し、田村市

制施行20周年記念冠事業承認（不承認）決定通知書（様式第2号）により、当該申請者に通知するも

のとする。 

3 市長は、冠事業の承認に当たり、必要な条件を付することができる。 

(冠事業の名称に付する冠称) 

第5条 冠事業の名称に付する冠称は、次の各号のいずれかとする。 

(1) 田村市制施行20周年記念事業 

(2) 田村市制施行20周年記念 



(3) 市制施行20周年記念事業 

(4) 市制施行20周年記念 

(5) 前各号のほか市長が特に認めたもの 

（事業内容の変更又は中止） 

第6条 冠事業の承認を受けた者（以下「冠事業実施者」という。）は、承認された事業内容を変更し、

又は中止しようとするときは、田村市制施行20周年記念冠事業内容変更等承認申請書（様式第3号。

以下「変更申請書」という。）を速やかに市長に提出しなければならない。 

2 市長は、変更申請書の提出があったときは、その可否を決定し、田村市制施行20周年記念冠事業内

容変更等承認（不承認）決定通知書（様式第4号）により、冠事業実施者に通知するものとする。 

（承認内容の取消し） 

第7条 市長は、冠事業の承認をした事業が第3条各号に掲げる要件に該当しないときその他冠事業とし

て適当でないと認めるときは、冠事業の承認を取り消すことができる。 

2 市長は、前項に規定により承認を取り消したときは、冠事業実施者に田村市制施行20周年記念冠事

業承認取消通知書（様式第5号）により通知するものとする。 

3 第1項の規定による冠事業の承認の取消しにより、冠事業実施者に損害が生じた場合であっても、市

は、その損害を賠償する責めを負わない。 

（紛争の解決） 

第8条 冠事業実施者は、冠称の使用に関して第三者との間に紛争が生じた場合は、自己の責任におい

て解決するものとし、市は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。 

 （その他） 

第9条 この告示に定めるもののほか、冠事業の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 

 （この告示の失効） 

 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。 


